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消費者が安心して暮らしていくために消費生活

消費者団体、熊本市、熊本県が合同で「消費生活シンポ
ジウムｉｎくまもと」及び「県内一斉消費者トラブル相談
の日」の周知を図るとともに、キャッチセールスやアンケー
ト商法による被害防止についてのチラシを配布します。

日　時　　平成22年5月15日（土）午前11時～正午
場　所　　熊本市下通アーケード内（ダイエー熊本下通店前付近）

消費者月間、製品安全、消費者団体の活動等に関するパネルなどを展示します。

期　間　　平成22年 5月 6日（木）～31日（月）
場　所　　熊本県庁地下連絡通路展示スペースほか

ますます悪質で巧妙になっている悪質商法等による消費者被害の未然防止等を図る
とともに、消費生活に関する相談窓口を多くの県民の皆さんに知っていただくため、
市町村や県が連携して、消費生活に関するトラブル相談をお受けします。 

日　　時　平成22年 5月 20日（木）、21日（金）　午前9時～午後5時
相談機関　次の相談機関で受け付けます。
 ・市町村の消費者行政担当課
 ・熊本市消費者センター　　（相談電話番号：096-353-2500）
 ・熊本県警察本部生活環境課（悪質商法110番：096-385-1110）
 ・熊本県消費生活センター　（相談電話番号：096-383-0999）
　　※１　各市町村における相談は、当該市町村在住の方に限ります。
　　※２　相談はこの２日以外もお受けしていますので、気軽にご相談ください。

消費者月間とは
昭和43年5月の消費者保護基本
法（現消費者基本法）の制定20周年
を機に昭和63年から定められました。
消費者庁では平成22年度のテーマを
「守ろうよ、みんなを！～なくそう！
高齢者の消費者被害」と設定し、全国
で各種の啓発事業が行われます。

熊本県環境生活部　食の安全・消費生活課
消費生活センター

096-333-2291（企画・事業者指導班）Ｔ Ｅ Ｌ

昨年９月に消費者庁が発足し、県内においても八代市、人吉市、天草市などで消費
生活センターが開設されるなど、消費者行政の充実強化に向けた取り組みが進められ
ています。
しかし、食品の産地偽装など消費者に大きな不安を抱かせる事件・事故は依然発生

しており、消費者が日々安心して暮らしていくために、消費者自らがその権利と責任
を主体的に果たす存在として、消費者が主役となる社会の構築に一層積極的に参加す
ることが求められています。
そこで、消費者及び消費団体関係者などに対し、消費生活に関する最新情報などを

提供し、消費者意識の啓発を図ります。

問い合わせ先

096-383-0999（相談電話）
Ｆ Ａ Ｘ 096-383-0998
E -ma i l shouhiseikatsu@pref.kumamoto.lg.jp

平成２２年度消費者月間事業
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「消費生活シンポジウムｉｎくまもと」を開催
佐野真理子氏（消費者委員会委員・主婦連合会事務局長）が基調講演

パネル展を実施します

街頭啓発を行います

「県内一斉消費者トラブル相談の日」を実施します 　「なくそう、消費者被害　守ろうよ、みんなを」をテーマに「消費生活シンポジ
ウムｉｎくまもと」を開催し、有識者や専門家の方から消費生活に関するアドバ
イスや最新情報などを提供してもらうとともに、消費者意識の啓発を図ります。

日　　時　平成22年 5月 19日（水）午後1時 30分～午後3時 40分

会　　場　熊本市国際交流会館ホール（熊本市花畑町４－８）

内　　容　＜基調講演＞
 「消費者被害をなくすために～消費者委員会の取り組み」
 講師　佐野真理子氏（消費者委員会委員・主婦連合会事務局長）
 ＜パネルディスカッション＞
 「賢い消費者になるために～これからの消費生活のあり方」
 パネラー　消費者団体代表、有識者代表、行政代表、相談員代表（予定）

主　　催　 熊本市消費者団体連絡会、
熊本市、熊本県消費者団
体連絡協議会、熊本県

参 加 料　無料

申し込み　 文末の問い合わせ先にあ
る電話・ＦＡＸ・メール
のいずれかで、お住まい
の市町村名とお名前をご
連絡ください。
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仲
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も
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あ
な
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が
我
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し
な
さ
い
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な
ど
と
、

采
配
し
た
り
、
あ
あ
し
な
さ
い
、
こ
う

し
な
さ
い
と
、
決
め
て
し
ま
う
と
、
そ
こ

で
敗
者
と
勝
者
が
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
判
断
で
、
得
意
に
な
っ
た
り
、

優
位
に
な
っ
た
と
思
い
込
ん
だ
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ダ
メ

な
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だ
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だ
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得
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て
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う
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て
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せ
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。
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定
を
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な
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で
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い
に
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み
ま
す
。

　

家
庭
の
中
で
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話
し
合
い
の
機
会
が
あ

る
と
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う
こ
と
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自
分
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を
ち
ゃ
ん

と
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え
る
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ

れ
は
自
立
を
考
え
た
上
で
も
大
事
な
事
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

096-342-9733
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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座

　
「
一
人
の
人
間
を
生
み
、養
い
、社
会
の
中
で
自
立
し
た
一
人
に
な
る
ま
で
育
て
る
」

こ
れ
が
親
の
役
割
で
す
。親
は
子
ど
も
の
成
長
に
大
き
な
責
任
が
あ
り
ま
す
。そ
の

た
め
に
必
要
な
も
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
で
す
。こ
こ
で
は
親
と
子
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
と
り
方
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

親

子

（
34
回
）

（
34
回
）

（
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）　

親
業
訓
練
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
。大
学
卒
業
後
、ニ
チ
イ
学
館
、

近
代
経
営
研
究
所
な
ど
の
勤
務
を
経
て
、平

成
10
年
10
月
人
財
育
成
サ
ポ
ー
ト
を
設
立
。

22
年
２
月
に
法
人
化
。親
業
の
勉
強
会
・
講

座
を
随
時
開
講
。熊
本
県
民
カ
レ
ッ
ジ
主
催

講
座
サ
テ
ラ
イ
ト
教
室
子
育
て
応
援
講
座

な
ど
の
講
師
も
勤
め
て
い
る
。県
内
各
地
で

の
講
演
も
多
数
。美
里
町
教
育
委
員
。子
ど

も
は
３
人
。著
書
と
し
て
、「
愛
の
小
箱
」（
夫

の
闘
病
と
家
族
模
様
）が
あ
る
。


